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令和８年度当初予算の編成について 

 

我が国経済は、最低賃金の引上げ等に伴う賃金上昇や限定的ながらも一部の分野で投資

拡大の動きが見られるなど、雇用・所得環境が改善する中で、緩やかな回復が続いている。

しかしながら、海外経済の下振れによるリスクや長引く物価高騰に伴い、国民生活や企業

活動に多大な影響が生じるなど、我が国の景気動向は不確実性がますます高まっている。

このような中、国は、骨太の方針２０２５において、地方創生２.０の推進、物価上昇を

上回る賃金上昇の普及・定着、官民連携による投資の拡大を図り、賃上げ支援の施策を総

動員して全国津々浦々の成長力を強化し、成長型経済への移行を実現するとしている。 

一方で、国の概算要求方針においては、歳出全般にわたり施策の優先順位を洗い直し、

予算の中身を大胆に重点化するとされたが、現下の物価高騰等を受けた大型補正予算の編

成等により大規模な財政出動を要するほか、頻発する自然災害への対応に追加の財政需要

が高まるなど、財政健全化に向けた道筋は依然不透明である。このような状況から、今後

の国の財政悪化に伴い県財政への影響が懸念されており、現時点で地方財政の先行きを見

通すことは困難である。 

本県においては、想定を上回るスピードで進行する少子高齢化に伴う人口減少への対応、

激甚化・頻発化する自然災害への備え、テクノロジーの急速な進展に伴うデジタル人材の

育成・確保など、多様化・複雑化が進む社会課題を先送りすることなく的確に対応し、愛

媛の未来を切り拓いていくため、官民共創型の政策立案プロセスへの進化も図りつつ、確

かな戦略を持って未来志向の政策を積極的に展開していくことが重要である。 

このような中、「西日本豪雨災害からの復興と防災・減災対策」「人口減少対策」「地域

経済の活性化」の政策の３本柱のほか、デジタル技術を活用したＤＸへの挑戦など、「み

んなでつくろう、愛顔あふれる愛媛県～新ステージ」を実現するには、総合計画で掲げる

重要目標達成指標（ＫＧＩ）の達成に向けた取組を積極的に推進することが求められる。

そのため、財政運営基本方針及び成果重視政策マネジメント推進プランに基づき、予算編
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成においては、これまで以上にエビデンスや成果を重視したマネジメントを徹底すること

により、事業の新陳代謝を強力に進めながらメリハリの効いた政策展開と安定的な財政運

営との両立を図っていく必要がある。 

ついては、令和８年度当初予算の要求に当たり、下記の方針に沿って十分精査、検討の

上、適切に要求されたい。 

 

記 

 

１ 予算編成の基本的事項 

 

（１）年間総合予算 

当初予算は年間総合予算であることから、新規事業を含め、年間所要額を的確に要

求すること。なお、補正予算については、当初予算編成後に生じた緊急課題への対応

など必要最小限の編成とするが、国の予算動向等を十分に踏まえ、必要に応じて適宜

対応すること。 

（２）成果重視政策マネジメントの徹底 

総合計画の目標達成に向けて、各事業には、マネジメントを行うための共通言語と

して重要業績評価指標（ＫＰＩ）を適切に設定すること。 

また、『「何をしたか」ではなく「何ができたのか」への意識改革』との成果重視政

策マネジメントの基本理念（コンセプト）の下、予算編成においては、ＫＰＩに基づ

く審査を進めているため、課題設定やその解決手段の選択に適切なエビデンスがある

かどうかや、ＫＰＩが定量的かつ検証可能であるかどうかなど、成果を重視する姿勢

での政策立案を徹底すること。 

さらに、政策立案に当たっては、限られた財源の中で、効果的かつ効率的な事業展

開を図るため、部局版ＫＧＩミーティング等により、経営ダッシュボードを活用して

政策施策の成果動向を踏まえるとともに、ＥＢＰＭ（Evidence-Based Policy 

Making：証拠に基づく政策立案）の考え方に基づき、手法や手段を含めその事業が必

要不可欠であることの妥当性を論理的かつ客観的なデータ等で示すことを徹底し、説

明責任を果たすこと。 

（３）ビルド・アンド・スクラップの推進 

限りある財源の中において、総合計画の目標達成に向けて事業の選択と集中を図っ

ていくためには、最初に優先すべき事業を決定（ビルド）した上で、それに必要な財

源を各部局における自律的なスクラップにより捻出することが必要であることから、

ＫＧＩ・ＫＰＩの進捗状況等を踏まえて、エビデンスに基づき事業の優先順位付けを

行った上で財源を自律的な事業廃止などにより捻出し、各部局において主体性と責任

を持って予算編成を行うこと。 

また、事業の見直しに当たっては、以下の４つの視点を踏まえること。 

①どうしてもやらなければならないもの 

②内容を見直した上で続けるもの 
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③終期が来たらやめるもの 

④今すぐやめるもの 

（４）地方局直接予算要求枠 

地方局からの予算要求システムは継続し、地方局直接予算要求枠を設定するので、

圏域の固有課題解決のため適切に対応すること。 

 

２ 予算編成に当たっての留意事項 

 

（１）現下の物価高騰に関する国の動向のほか、県民生活や事業活動への影響等を注視し

つつ、経済情勢の変化等に応じた民間需要の誘発や雇用の創出、県民所得の向上、価

格転嫁の促進などの経済対策にも万全を期すこと。 

（２）多様化、複雑化する地域課題の解決のため、多様な主体が課題設定や企画段階から

知見や技術等を持ち寄り、対話を重ねながら新たな価値の創出等に取り組むとともに、

新第二別館に設置する官民共創拠点も有効に活用しつつ、積極的な共創に努めること。 

（３）二重行政の解消や共通する地域課題の解決のため、県と市町の組織の垣根を越えた

連携の拡大・深化を図るとともに、多様化・複雑化する県民ニーズへ対応するため、

部局横断による効果的なプロジェクトを推進すること。 

（４）南予地域の活性化対策については、西日本豪雨災害からの復興状況を見極めた将来

につながる対応なども含め、引き続き配慮すること。 

（５）歳入確保の強化に向け、国庫補助負担金等による事業については、「地方創生２.０」

関連施策等の動きを含め、国の予算編成の動向を十分に把握し、適切に対応すること。 

また、国庫補助負担金等の積極的な活用を図るとともに、必要に応じて国等に対し

て補助制度の創設を要望するなど、歳入確保に努めること。なお、補助率の変更等に

よる任意の県費継足しや、県単独事業への振替を行わないこと。 

（６）庁舎などの公共施設等の耐震化や大規模修繕については、「公共施設等総合管理計

画」に基づき、真に緊急性が高いものに限定して要求すること。また、老朽化した県

有施設を適切に管理していくため、計画的に必要な修繕・更新・除却等を行うこと。 

（７）職員の働き方改革を実践するため、新規事業を要求する場合は、既存事業の改廃や

業務効率化などにより、必要なマンパワーや効果的な執行体制を確保するなど、限ら

れた経営資源の重点的かつ効果的な活用に努めること。 

 

３ 一般会計に関する事項 

 

【歳入について】 

（１）県税については、税制改正の動向に十分留意し、当面、現行制度により積算するも

のとするが、今後の経済動向を勘案し、的確な見積りを行うこと。 

なお、税収の確保を図るため、課税自主権の発揮、税負担の公平性の確保と徴収率

の向上、滞納額の縮減に引き続き努めること。 

（２）地方交付税、地方特例交付金、地方譲与税及び交通安全対策特別交付金については、
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国の予算編成及び地方財政計画の動向に留意し、的確な算定に努めること。 

（３）分担金、負担金など地元負担を伴うものについては、現行制度により積算すること。 

（４）使用料、手数料及び財産貸付収入については、現行料率により算定することとし、

国の基準改正、受益者負担の適正化等の見地から、改正・新設の必要があるものにつ

いては、別途検討すること。 

（５）国庫支出金については、国の動向を把握し、適正な見積りを行うとともに、超過負

担については、実態を分析、検討し、解消に努めること。 

また、民間資金についても積極的な活用に努めること。 

（６）財産収入（財産貸付収入を除く。）、諸収入については、次の点について特に検討を

加え、収入の確保に努めること。 

① 公共施設等総合管理計画を踏まえた財産の適正な管理に努め、遊休財産及び不用

品の整理を行い、適正な処分及び有効活用を図ること。 

また、各部局が所管している県有地についても、歳入確保に資する有効活用や処

分の検討に取り組むこと。 

② 基金及び歳計現金については、公金管理方針を踏まえ、一層の効率的な運用に努

めること。 

③ 県広告媒体への広告導入を始め、企業や民間団体との連携などによる収入源の確

保に努めること。なお、既存の取組についても、更なる工夫の余地がないか検討す

ること。 

（７）県債については、地方財政計画等の動向に留意するとともに、その抑制に取り組む

こと。 

（８）税以外の未収債権については、債権別行動計画に基づき滞納の未然防止を図るとと

もに、債権回収の強化を図ること。 

（９）ふるさと納税や地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）については、本県の魅力

や各種施策の認知度向上、ひいては地域活性化につながることから、オール愛媛体制

で、あらゆる機会を通じて県内外の個人、企業等へ幅広く広報し、積極的に活用を促

進すること。 

 

【歳出について】 

（１）枠配分対象経費（維持管理費、公共事業費、定型的県単独事業費、一般県単独事業

費、直轄事業負担金、一般行政指導経費）については、別途通知した枠配分額の総額

の範囲内で、各部局の責任において調整を徹底し、厳守すること。 

ただし、今後の地方財政計画の動向等により、歳入の見通しに大幅な変動が生じた

場合には、減額を含めた再配分を行うことがある。 

（２）人件費及び人当経費については、次の諸点に留意し、要求すること。 

超過勤務については職員の健康保持や公務能率の向上を図る観点からも、なお一層

事務の簡素合理化に努め、各職場が一丸となってその縮減に向けた取組を強力に進め

ること。 

① 職員数は、令和７年１１月１日現在の配置定数を基礎に積算すること。 
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② 法令の改正、施設の新増設、事業量の増大等に伴う人員増は、原則として組織機

構の簡素化、事務処理方法の改善、事務事業の民間委託、職員の配置転換等によっ

て措置すること。 

さらに、現在の配置数についても、「令和８年度の組織、定数等の見直しについて

（通知）」(令和７年９月１６日付け７人事第２０７号）に従い、徹底した見直しを

行うこと。 

③ 国庫補助職員、事業費支弁職員については、適正な事業執行計画の下に、原則と

して補助対象人員又は事業費の範囲内で支弁することとし、不足額が生じないよう

努めること。 

④ 給与費は、令和８年１月１日現在の現給見込額を基礎として積算すること。 

⑤ その他関係経費については、別途通知した「令和８年度予算積算単価表」により

積算すること。 

（３）社会保障関係経費については、国の概算要求方針で「年金・医療等については、前

年度当初予算額に自然増を加算した範囲内で要求し、予算編成過程で、高齢化による

増加分に相当する伸びに、経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算

する」とされ、抑制努力を継続しつつ、物価高騰等による影響を踏まえた見直しを講

じる動きもあることから、国の施策の動向、措置対象人員の推移等を的確に掌握し、

年間所要額を要求すること。 

（４）公債費については、償還計画に基づき年間所要額を要求すること。 

（５）維持管理費については、施設の適切な管理を図る中で効率的な運営を徹底し、要求

すること。（枠配分額は、一般財源ベースで令和７年度９月現計予算額（以下「前年

度予算額」という。）の１００％） 

なお、使用料収入等の実績が伴わない施設については、実績に応じて経費の縮減を

図ること。 

（６）公共事業費については、県の実情に即した選択的導入に徹し、緊急度、投資効果、

後年度負担、執行可能な事業量などを十分検討、精査するとともに、公共事業に係る

国の見直しの動きに特に留意して、導入すべき事業については適正に要求すること。

（枠配分額は前年度予算額の１００％） 

（７）県単独事業費（投資的経費）についても、緊急度、投資効果、後年度負担、執行可

能な事業量などを十分検討、精査して要求すること。 

また、本来、公共事業費として計画されるべき事業が県単独事業費により実施され

ることのないよう、長期的視点に立って財源の効率的活用と計画的な事業の推進に努

めること。（枠配分額は前年度予算額の１００％） 

なお、地元市町の財政負担を伴う事業にあっては、事業の内容、負担額等について

関係部局とあらかじめ十分連絡調整を行うこと。 

（８）受託事業費については、事業の性格、事務量と職員の処理能力等を検討し、やむを

得ないものについて要求すること。 

（９）直轄事業負担金については、国の見直しの動きに留意し、事業計画の把握に努めて

要求すること。（枠配分額は前年度予算額の１００％） 
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（10）災害復旧事業費については、次により要求すること。 

  ① 過年発生補助災害復旧事業費については、査定額を基礎に年次別復旧進度率によ

り積算した額 

  ② 過年発生単独災害復旧事業費については、既往年度の復旧状況を勘案した額 

  ③ 現年発生災害復旧事業費については、過去の復旧実績等を勘案した必要見込額 

（11）大会開催（補助）経費については、事業の効果、必要性等を十分検討し、要求する

こと。 

（12）貸付金、出資金等については、その目的、資金需要及び金融情勢を考慮し、対象者、

方法、協調融資、金利等について十分精査、検討を行い、真にやむを得ないものにつ

いて要求すること。 

（13）一般行政指導経費は、事業の成果を十分検証し、廃止や休止を含めた事業の見直し

を行うとともに、事業の優先付けをしっかりと行い、要求すること。（枠配分額は前

年度予算額の９５～１００％、加えて、重点事業の要求部局には一定の負担率を設定） 

（14）その他 

① 部局が連携して対処することが効果的な行政課題については、経費の効率化、相

乗効果を図るため、関係部局で調整、協議の上で主管課を定め、当該課から必要な

額を精査し要求すること。 

② 事業発注に向けては、実勢を踏まえた適正な労務単価や資材価格を考慮した積算

とするなど、長引く物価高騰下において価格転嫁が進むよう適切に対応すること。 

③ 地方局直接予算要求については、関係部局の予算要求と重複は認めないので、地

方局と関係部局とで十分に調整、協議を行った上で、要求すること。 

④ 公共工事に係る経費については、新たな制度や基準の導入を検討しながら徹底し

た工事コスト縮減に努め、限られた事業費で同等以上の事業量が確保できるよう努

めること。 

⑤ 業務のデジタル化やＤＸを推進するため新たにシステム開発等を行おうとする場

合は、県デジタル総合戦略本部と技術面等を十分協議した上で、要求すること。 

⑥ 新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用する事業の予算要求については、企

画振興部と十分協議した上で、要求すること。 

⑦ 各種民間助成制度の積極的な利活用を図り、県負担の軽減に努めること。 

⑧ 複数業者から参考見積を徴取するなど、「入札における競争環境の確保について

（通知）」(令和元年１０月１日付け元会第１６４号）に従った対応を徹底すること。 

⑨ 予算の編成段階はもとより、執行段階においても徹底した経費の節減に努めるこ

ととし、予算は全額執行するものという従来意識は捨て、不用となった経費につい

ては留保すること。 

 

４ 債務負担行為に関する事項 

 

債務負担行為は、制度本来の趣旨に基づく適正な運用に留意し、将来の財政運営を

圧迫する原因とならないよう、対象事業及び限度額等について精査し、要求すること。 
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５ 基金に関する事項 

 

基金については、その設置目的を踏まえた必要性や規模の適正化にも十分留意しな

がら、各基金条例の規定に基づき、引き続き適正な管理・運用に努めること。 

 

６ 特別会計及び企業会計に関する事項 

 

  一般会計に準じ要求するとともに、当該会計の経営状況等を十分検討し、安易に一般

会計からの繰入金に依存することのないよう節度のある財政運営に徹し、健全経営の確

立に努めること。また、繰越金については、特別会計の将来収支見込み等に基づいた適

正な規模とすること。 

  特に、企業会計については、厳しい経営環境に鑑み、収入の確保に特段の努力を払う

とともに、事務事業の合理化、効率化を更に徹底し、独立採算による経営が確立される

よう十分配慮し、改善見通しを立てた上で要求すること。 

 

７ その他の事項 

 

（１）要求に当たっては、別表に記載する重要政策（Ａ経費）、一般政策（Ｂ経費）、経常

的経費（Ｃ経費）の区分により整理し、提出書類は、愛媛県予算の編成及び執行に関

する規則（昭和３９年愛媛県規則第４８号）の定めるところによるほか、当初予算の

見積りに関する書類を１１月２０日（木）までに財政課へ提出すること。 

（２）予算以外の案件については、件名及び概要説明書を１月５日（月）までに提出する

こと。 

（３）予算編成スケジュールは、別添参考の令和８年度当初予算の編成スケジュール（予

定）のとおりである。 



　１月下旬　　　知　事　査　定

令 和 ８ 年 度 当 初 予 算 案 の 決 定

※　国の予算編成の動向等によって、今後変更することもあります。

令和８年度当初予算の編成スケジュール（予定）

　１０月２３日（木）　 当初予算編成通知
　　　　　　　　 　　　　　（令和８年度当初予算の編成について）

　１１月２０日（木）　 当初予算提出期限
　　１月　５日（月） 　当初予算以外の議案概要提出期限

　１２月中旬　　　　　　財政課長説明

　１２月下旬　　　　　　総務部長説明

　１月中旬　　　知　事　要　求　説　明

参 考
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 別 表 

 

予算における重要度別分類基準（Ａ・Ｂ・Ｃ 経費） 

 

 

 個々の事業について、重要度に応じて、重要政策（Ａ経費）、一般政策（Ｂ経費）、経常

的経費（Ｃ経費）に分類する。その分類の基準は、概ね次のとおりとする。 

 

 

区  分 分 類 基 準                                 

 

 

 

 

重 要 政 策 

 

（Ａ 経 費          ） 

 

経費の内容が政治的判断を必要とするもので、概ね次のような経費 

１ 政策的に重要な事業 

２ 重要な制度改正を伴うもの 

３ 後年度に多額の財政負担を生じるもの 

４ 重要な建築事業及び土地取得事業 

５ 投資的経費で重要なもの（大型県単、定型県単を含む） 

６ 職員経費のうち定数の変動に係るもの 

 

 

一 般 政 策 

 

（Ｂ 経 費          ） 

 

重要政策、経常的経費以外の経費とするが、概ね次のような経費 

１ 経常的な事務事業であるが、特定財源等の変動に伴うもの 

２ 投資的経費 

３ 団体助成経費、大会開催（補助）経費、貸付金・出資金等 

４ 社会保障関係経費 

 

 

 

経 常 的 経 費 

 

（Ｃ 経 費          ） 

 

 原則として、次の経費 

１ 経常的な事務事業及び施設などの管理運営に要する経費 

２ 各種審議会、協議会等（継続分）に要する経費 

３ 経常的な講習会、研修会等に要する経費 

４ 各試験研究機関の経常的な試験研究に要する経費 

５ 経常的な指導、検査、取締り、許認可等に要する経費 

６ 職員経費 

７ その他経常的な一般行政指導経費等 
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は

、
以

下
の

①
～

⑦
の

う
ち

該
当

す
る

区
分

を
記

載
す

る
こ

と

  
  

  
  

  
 ①

重
点

事
業

の
う

ち
、

枠
配

分
の

対
象

と
な

ら
な

か
っ

た
事

業

  
  

  
  

  
 ②

新
規

施
策

等
検

討
会

議
で

必
要

性
が

認
め

ら
れ

た
「
新

た
な

仕
掛

け
」
に

関
す

る
事

業

  
  

  
  

  
 ③

県
有

財
産

管
理

推
進

本
部

会
議

等
で

予
算

要
求

が
可

と
さ

れ
た

施
設

・
設

備
整

備
事

業

  
  

  
  

  
 ④

成
果

連
動

型
民

間
委

託
契

約
方

式
（
Ｐ

Ｆ
Ｓ

）
を

導
入

す
る

事
業

  
  

  
  

  
 ⑤

５
年

度
重

点
施

策
強

化
枠

事
業

の
う

ち
、

枠
配

分
の

対
象

と
な

ら
な

か
っ

た
事

業
（
７

年
度

に
終

期
を

迎
え

る
事

業
及

び
①

～
④

の
対

象
事

業
は

除
く

）

  
  

  
  

  
 ⑥

本
県

の
未

来
を

切
り

拓
く

た
め

の
重

要
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

目
標

達
成

に
向

け
た

新
規

事
業

（
一

般
行

政
指

導
経

費
に

限
る

）

  
  

  
  

  
  
  

 （
重

要
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
：
え

ひ
め

人
口

減
少

対
策

重
点

戦
略

、
第

２
期

愛
媛

県
デ

ジ
タ

ル
総

合
戦

略
、

官
民

共
創

の
観

点
を

取
り

入
れ

た
事

業
（
総

合
計

画
に

掲
げ

る
各

K
G

Iの
目

標
達

成
に

資
す

る
も

の
に

限
る

）
）

  
  

  
  

  
 ⑦

そ
の

他
、

事
前

に
特

別
職

の
判

断
が

必
要

な
案

件
で

、
総

務
部

と
の

協
議

を
経

た
上

で
特

別
職

の
了

解
を

得
た

事
業

　
　

　
４

　
「
新

規
」
欄

は
、

新
規

事
業

に
○

を
記

載
す

る
こ

と

備
　

　
　

　
　

考

合
　

　
　

計

枠
配

分
対

象
外

経
費

要
求

状
況

（
所

要
額

要
求

経
費

）

枠
割

当
分

類
区

分
事

　
項

　
名

財
　

　
　

源
　

　
　

内
　

　
　

訳
新

規

     16



（
別

紙
様

式
６

）

【
　
　
　
　
　
　
　
部
】

（
単

位
：
千

円
）

８
年

度

見
積

額
国

庫
支

出
金

そ
の

他
一

般
財

源

　 　
東

予
地

方
局

　
計

　
中

予
地

方
局

　
計

　
南

予
地

方
局

　
計

（
注

）
１

　
枠

割
当

分
類

は
、

「
維

持
管

理
」
「
公

共
事

業
」
「
一

般
県

単
」
「
直

轄
事

業
」
「
一

般
行

政
」
の

う
ち

該
当

す
る

分
類

を
記

入
す

る
こ

と

　
　

　
２

　
枠

割
当

分
類

ご
と

に
小

計
を

記
載

し
、

最
後

に
部

局
の

合
計

を
記

載
す

る
こ

と

　
　

　
３

　
「
新

規
」
欄

は
、

新
規

事
業

に
○

を
記

載
す

る
こ

と

内 訳

合
　

　
　

計

枠
配

分
対

象
外

経
費

要
求

状
況

（
地

方
局

枠
経

費
）

枠
割

当
分

類
財

　
　

　
源

　
　

　
内

　
　

　
訳

備
　

　
　

　
　

考
事

　
項

　
名

新
規

     17



（
別

紙
様

式
７

）

【
　
　
　
　
　
　
　
部
】

（
単

位
：
千

円
）

国
庫

支
出

金
そ

の
他

一
般

財
源

国
庫

支
出

金
そ

の
他

一
般

財
源

合
　

　
　

　
計

（
注

）
１

　
「
廃

止
事

項
名

」
に

は
、

令
和

７
年

度
予

算
の

う
ち

、
各

部
局

が
主

体
的

に
「
廃

止
」
し

た
事

項
名

を
記

載
す

る
こ

と
（
一

般
行

政
指

導
経

費
に

限
る

）
↑

　
　

　
　

　
こ

の
場

合
の

「
廃

止
」
に

は
、

７
年

度
に

終
期

を
迎

え
る

事
項

の
廃

止
、

当
然

廃
止

、
細

事
項

単
位

の
廃

止
は

含
ま

れ
な

い
の

で
注

意
す

る
こ

と
枠

配
分

額
へ

の
加

算
額

　
　

　
２

　
「
７

年
度

予
算

額
」
に

は
、

廃
止

し
た

事
項

の
予

算
額

（
全

額
）
を

記
載

す
る

こ
と

　
　

　
３

　
７

年
度

予
算

額
に

下
記

の
経

費
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

、
「
算

定
外

分
の

７
年

度
予

算
額

」
に

当
該

部
分

の
７

年
度

予
算

額
及

び
財

源
内

訳
を

記
載

す
る

こ
と

　
　

　
　

　
〔
義

務
的

経
費

、
当

然
減

経
費

、
シ

ス
テ

ム
関

連
経

費
、

例
年

所
要

額
の

差
を

当
然

増
減

で
措

置
し

て
い

る
経

費
、

所
要

額
要

求
経

費
（
８

年
度

も
継

続
し

て
所

要
額

要
求

経
費

を
含

む
場

合
の

み
）
〕

　
　

　
　

　
な

お
、

当
該

事
業

費
を

８
年

度
に

組
替

新
規

事
項

や
他

事
項

で
継

続
す

る
場

合
に

は
、

「
継

続
先

の
事

項
名

」
に

そ
の

事
項

名
を

記
載

す
る

こ
と

　
　

  
４

　
「
廃

止
分

の
７

年
度

予
算

額
」
に

は
、

３
を

除
く

７
年

度
予

算
額

及
び

財
源

内
訳

を
記

載
す

る
こ

と
　

　
  

５
　

以
下

に
記

載
の

県
単

独
の

特
定

目
的

基
金

の
充

当
額

は
、

一
般

財
源

に
計

上
す

る
こ

と
　

　
　

　
　

〔
県

有
施

設
維

持
管

理
基

金
、

県
有

施
設

更
新

整
備

基
金

、
災

害
に

強
い

愛
媛

づ
く

り
基

金
、

ス
ポ

ー
ツ

推
進

基
金

、
農

林
水

産
業

体
質

強
化

緊
急

対
策

基
金

、
と

べ
動

物
園

魅
力

向
上

基
金

、
県

立
学

校
教

育
環

境
整

備
基

金
、

　
　

　
　

　
　

地
域

環
境

保
全

基
金

（
一

部
）
、

デ
ジ

タ
ル

社
会

形
成

推
進

基
金

、
企

業
立

地
促

進
基

金
〕

　
　

　
６

　
７

年
度

予
算

を
廃

止
し

、
組

替
新

規
事

項
を

計
上

す
る

場
合

に
、

組
替

新
規

事
項

と
認

め
ら

れ
る

場
合

（
＝

旧
事

項
が

廃
止

と
認

め
ら

れ
る

場
合

）
の

考
え

方
は

、
概

ね
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

の
で

注
意

す
る

こ
と

　
　

　
　

 →
組

替
新

規
事

項
と

は
、

事
業

目
的

は
変

わ
ら

な
い

（
＝

対
象

・
意

図
が

変
更

さ
れ

て
な

い
）
が

、
手

段
を

大
き

く
変

え
る

（
※

）
こ

と
で

成
果

向
上

を
目

指
す

も
の

　
　

　
　

　
　

※
事

業
と

し
て

次
の

段
階

に
移

行
（
実

施
→

強
化

・
加

速
化

　
等

）
す

る
な

ど
、

新
規

事
項

と
し

て
の

打
ち

出
し

が
適

当
で

あ
る

も
の

も
含

む

財
源

内
訳

マ
ル

ゴ
ト
・
ス

ク
ラ

ッ
プ

推
進

制
度

の
活

用
状

況

廃
止

事
項

名
（
R

7
）

７
年

度
予

算
額

①

算
定

外
分

廃
止

分

継
続
先
の
事
項
名
（
R
8
）

算
定

外
分

の
７

年
度

予
算

額
②

財
源

内
訳

廃
止

分
の

７
年

度
予

算
額

①
－

②

     18



（
別

紙
様

式
８

）

【
　
　
　
　
　
　
　
部
】

（
単

位
：
千

円
）

国
庫

支
出

金
そ

の
他

一
般

財
源

国
庫

支
出

金
そ

の
他

一
般

財
源

国
庫

支
出

金
そ

の
他

一
般

財
源

削
減

率
区

分
加

算
額

合
　

　
　

　
計

（
注

）
１

　
「
縮

小
事

項
名

」
に

は
、

令
和

７
年

度
予

算
の

う
ち

、
各

部
局

が
主

体
的

に
「
縮

小
」
し

た
事

項
名

を
記

載
す

る
こ

と
（
一

般
行

政
指

導
経

費
に

限
る

）
↑

　
　

　
　

　
こ

の
場

合
の

「
縮

小
」
に

は
、

７
年

度
に

終
期

を
迎

え
る

事
項

の
縮

小
は

含
ま

れ
な

い
の

で
注

意
す

る
こ

と
枠

配
分

額
へ

の
加

算
額

　
　

　
　

　
な

お
、

８
年

度
に

事
項

名
変

更
し

て
い

る
場

合
は

、
７

年
度

事
項

名
の

下
に

括
弧

書
き

で
８

年
度

事
項

名
を

記
載

す
る

こ
と

　
　

　
２

　
「
７

年
度

予
算

額
」
に

は
、

縮
小

し
た

事
項

の
予

算
額

（
全

額
）
を

記
載

す
る

こ
と

　
　

　
３

　
７

年
度

予
算

額
に

下
記

の
経

費
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

、
「
算

定
外

分
の

７
年

度
予

算
額

」
に

当
該

部
分

の
７

年
度

予
算

額
及

び
財

源
内

訳
を

記
載

す
る

こ
と

　
　

　
　

　
〔
義

務
的

経
費

、
当

然
減

経
費

、
シ

ス
テ

ム
関

連
経

費
、

例
年

所
要

額
の

差
を

当
然

増
減

で
措

置
し

て
い

る
経

費
、

所
要

額
要

求
経

費
（
８

年
度

も
継

続
し

て
所

要
額

要
求

経
費

を
含

む
場

合
の

み
）
〕

　
　

  
４

　
「
縮

小
分

の
７

年
度

予
算

額
」
に

は
、

７
年

度
予

算
額

（
全

額
）
か

ら
算

定
外

分
を

控
除

し
た

額
の

う
ち

、
縮

小
し

た
７

年
度

予
算

額
及

び
財

源
内

訳
を

記
載

す
る

こ
と

　
　

  
５

　
以

下
に

記
載

の
県

単
独

の
特

定
目

的
基

金
の

充
当

額
は

、
一

般
財

源
に

計
上

す
る

こ
と

　
　

　
　

　
〔
県

有
施

設
維

持
管

理
基

金
、

県
有

施
設

更
新

整
備

基
金

、
災

害
に

強
い

愛
媛

づ
く

り
基

金
、

ス
ポ

ー
ツ

推
進

基
金

、
農

林
水

産
業

体
質

強
化

緊
急

対
策

基
金

、
と

べ
動

物
園

魅
力

向
上

基
金

、
県

立
学

校
教

育
環

境
整

備
基

金
、

　
　

　
　

　
　

地
域

環
境

保
全

基
金

（
一

部
）
、

デ
ジ

タ
ル

社
会

形
成

推
進

基
金

、
企

業
立

地
促

進
基

金
〕

　
　

　
６

　
７

年
度

予
算

を
縮

小
し

、
組

替
新

規
事

項
を

計
上

す
る

場
合

に
、

組
替

新
規

事
項

と
認

め
ら

れ
る

場
合

の
考

え
方

は
、

概
ね

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
の

で
注

意
す

る
こ

と
　

　
　

　
 →

組
替

新
規

事
項

と
は

、
事

業
目

的
は

変
わ

ら
な

い
（
＝

対
象

・
意

図
が

変
更

さ
れ

て
な

い
）
が

、
手

段
を

大
き

く
変

え
る

（
※

）
こ

と
で

成
果

向
上

を
目

指
す

も
の

　
　

　
　

　
　

※
事

業
と

し
て

次
の

段
階

に
移

行
（
実

施
→

強
化

・
加

速
化

　
等

）
す

る
な

ど
、

新
規

事
項

と
し

て
の

打
ち

出
し

が
適

当
で

あ
る

も
の

も
含

む
　

　
　

７
　

別
紙

様
式

９
に

よ
り

、
マ

ル
ゴ

ト
・
ス

ク
ラ

ッ
プ

を
活

用
で

き
な

い
理

由
及

び
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

活
用

先
に

つ
い

て
作

成
す

る
こ

と

財
源

内
訳

ス
マ

ー
ト
・
ス

ク
ラ

ッ
プ

推
進

制
度

の
活

用
状

況

縮
小

事
項

名
（
R
7
）

７
年

度
予

算
額

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
財

源
内

訳
算

定
外

分
縮

小
分

算
定

外
分

の
７

年
度

予
算

額

財
源

内
訳

縮
小

分
の

７
年

度
予

算
額
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（
別

紙
様

式
９

）

【
　
　
　
　
　
　
　
部
】

ス
マ

ー
ト
・
ス

ク
ラ

ッ
プ

推
進

制
度

の
活

用
状

況
（
別

紙
）

縮
小

事
項

名
（
R

7
）

マ
ル

ゴ
ト
・
ス

ク
ラ

ッ
プ

を
活

用
で

き
な

い
理

由
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

活
用

先
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